
令和 7年度 倉敷市立連島北小学校 校内ルールについて 

 

１ 児童・保護者への電話やメールについて 

○ 保護者へのメールは、「保護者連絡帳」または、教育ネットの学校用メールアドレスから行

い、個人の携帯電話、個人のメールアドレスからは行わない。 

○ 児童の携帯電話への電話、児童への電子メールは、いかなる場合も厳禁とする。 

 

２ 教職員の携帯電話の使用について 

○ スマートフォン・デジタルカメラ・ビデオカメラは、出勤後は職員室に置き、教室などへ持

ち出さない。 

○ 個人所有のデジタルカメラを使用する必要がある場合は、管理職の許可を得た上で使用

し、使用後直ちにデータを所定のフォルダーへ保存し、個人所有のデジタルカメラにデー

タを残さない。 

 

３ 個人情報の取り扱いについて 

○ 個人情報は原則、学校外へ持ち出さない。 

○ データなどを持ち出す場合は、管理職の許可を得て、記録簿に残し、セキュリティ機能付

きUSBメモリを使用し、翌日には必ず返却する。 

 

４ 教職員の自家用車への同乗について 

○ 原則、児童を教職員の自家用車に同乗させることは、禁止する。 

○ やむを得ない場合、管理職の許可と保護者の同意を得る。 

 

５ 児童への生徒指導・教育相談の個別指導について 

○ 生徒指導は、必要に応じて複数の教員で対応する。 

○ 児童の発達段階に応じた距離感をもち、誤解を招く行動をしない。 


